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観音寺市議会委員会条例の一部改正について 

観音寺市議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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（提案理由） 

観音寺市議会議員定数条例が一部改正されたことに伴い、総務常任委員会及び建設経済

常任委員会の定数を、「７人」から「６人」とする本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市議会委員会条例の一部を改正する条例　 

　観音寺市議会委員会条例（平成17年観音寺市条例第205号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２項の表中 

「 

　　　　　　　　　　　　　　」を 

「 

　　　　　　　　　　　　　　」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和７年11月20日から施行する。 

 

 

 
総務委員会 ７

 
建設経済委員会 ７

 
総務委員会 ６

 
建設経済委員会 ６


